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実施の判断基
準

6行目

P14

人の手を加えて遷
移の初期段階を保
つことで多様な自
然環境を創出する
ことを追加

この目標を達成するためには、多様な自然環境
の創出が必要となります。

・（環境の遷移をリセットし続けることによ
る）多様な自然環境の創出

多様な自然環境の創出

表1「方針を
実行するため
の目標（目指
す状態）と目
標達成のため
に必要となる
取組み」

・この目標を達成するためには、環境の遷移を
リセットし続けることによる多様な自然環境の
創出が必要となります。

P11（4）計画策定の時期
（４）計画策定の時期
当該湿地の順応的管理は、～～～～

アイランドシティはばたき公園　湿地の順応的管理計画　新旧対照表

　『水質』『生息環境』の指標項目が目標達成
されていない場合は実施時期を早める。

　『水質』『底質』『生息環境』の指標項目が
目標達成されていない場合は実施時期を早め
る。

「底泥の除去」に
より底質の改善が
期待できるため
「底質」を追加

・整備初期段階の水面の広さを維持すること
・整備初期段階の水面の広さを維持すること
（夏季において比較）

冬季の地上部が枯
れた状態では、抽
水植物の範囲が分
からないことか
ら、夏季の葉が
茂っている状態に
ついて経年的に比
較することを追加

（当該図なし）

P23
　表8(1)

底泥の除去

指標項目

実施適期

削除

暫定プランから本
プランへの改定方
法に関する記載の
ため、今回削除

＜実施時期＞
以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、ヨ
シの生息・生育への影響が小さい9～10月に実施
すること。
※水生昆虫類は陸上で越冬する冬に浚渫底泥の
除去をするのが理想であるが、自然状態でもか
く乱の大きな梅雨時期の6～7月、台風時期の9～
10月に実施しても良い。蛹の時期の8月は移動性
が小さくなるので避けること。
※鳥類はカモ類等が利用する越冬期を除く時期
とする。
※ヨシは窒素やリンを最も吸収した後の9月以降
に実施すると良い。

＜底泥の除去のやり方＞
・底泥の除去は遮水シートが破れる恐れがある
ため重機は使わない。

　水質、生息環境

　9～10月

該当箇所（資料4-②）

P21　表7　「目標達成基
準の設定」（生息環境）

P22　図13　「湿地にお
けるインパクト・レスポ
ンスフローと維持作業」

〈実施時期〉
・水生昆虫の生活
史を考慮して実施
時期の修正
・シギ・チドリ類
の渡りの時期を除
くように修正
・野鳥の営巣を考
慮することを追加

〈底泥の除去〉
・実際の事象に合
わせて追加

実際の状況に合わ
せて修正

P17　図12　「湿地にお
けるインパクト・レスポ

ンスフロー」

・インパクト・・・「地形の変化」「水量の変
化」「物質循環の変化」「植生の変化」「人の
利用」

・インパクト・・・「地形の変化」「水量の変
化」「降雨状況」「物質循環の変化」「野鳥の
飛来」「糞尿」「植生の変化」「人の利用」

・図13の追加

レスポンスと維持
管理作業との関係
を明示するために
追加

〈実施時期〉
　以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、
ヨシの生息・生育への影響が小さくなるよう
に、実施する水域の範囲、順番及び実施時域を
検討すること。
※水生昆虫類への影響を小さくするためには、
陸上で越冬する冬に池干しをするのが理想であ
る。特に、蛹の時期の8月は移動性が小さくなる
ので避けること。
※鳥類への影響を小さくするためには、シギの
飛来する9月、カモ類等が利用する越冬期を除く
時期とする。
※5～8月は野鳥が営巣する時期であり、水域周
辺で営巣が確認されている場合には十分な水位
が必要となるため、当該水域の底泥除去は行わ
ないこと。
＜底泥の除去＞
・水深が浅いNO.2～NO.4については、少雨が続
くと年に1回程度、自然に干上がっている。ま
た、乾燥した底泥は軽く除去作業は人力でも可
能である。

　水質、底質、生息環境

　（仮）要検討

資料

4-①
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『底質』 『生息環境』『鳥類・水生昆虫類の生
息状況』 『植生』の3項目の目標レベル・目標
達成基準

９～10月 　（仮）要検討

『底質』『鳥類・水生昆虫類の生息状況』『植
生』の3項目の指標項目が目標達成されていない
場合は実施時期を早める。

『水質』『底質』『鳥類・水生昆虫類の生息状
況』『植生』の4項目の指標項目が目標達成され
ていない場合は実施時期を早める。

〈ヨシ等の除去〉

P24
表8(2)

水域周辺の
ヨシ等の除
去、草刈り

目標レベル・
目標達成基準

実施の判断基
準

実施時期

指標項目

留意点

〈ヨシ等の除去〉
・レビューを反映
して抽水植物の根
株、根茎の除去に
ついて追加
・管理の実態に合
わせてヨシ等の除
去方法を追加

底質、生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状
況）、植生

水質、底質、生物相（鳥類・水生昆虫類の生息
状況）、植生

「池干し」を行う
ことで水質の改善
が図れるため「水
質」を追加

・多様な主体（サポートチーム）が湿地の保全
に積極的に関わる様になった段階で、はばたき
公園における侵略的外来種の防除・駆除につい
てのあり方をサポートチームの意見を踏まえて
検討する。

今後、サポート
チームの意見踏ま
えて検討すること
を追加

4
.
3
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多
様
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留意点

＜実施時期＞
以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、ヨ
シの生息・生育への影響が小さい9～10月に実施
すること。
※水生昆虫類は陸上で越冬する冬に浚渫底泥の
除去をするのが理想であるが、自然状態でもか
く乱の大きな梅雨時期の6～7月、台風時期の9～
10月に実施しても良い。蛹の時期の8月は移動性
が小さくなるので避けること。
※鳥類はカモ類等が利用する越冬期を除く時期
とする。
※ヨシは窒素やリンを最も吸収した後の9月以降
に実施すると良い。

〈実施時期〉
　以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、
ヨシの生息・生育への影響が小さくなるよう
に、実施する水域の範囲、順番及び実施時域を
検討すること。
※水生昆虫類への影響を小さくするためには、
陸上で越冬する冬に池干しをするのが理想であ
る。特に、蛹の時期の8月は移動性が小さくなる
ので避けること。
※鳥類への影響を小さくするためには、シギの
飛来する9月、カモ類等が利用する越冬期を除く
時期とする。
※5～8月は野鳥が営巣する時期であり、水域周
辺で営巣が確認されている場合には十分な水位
が必要となるため、当該水域の底泥除去は行わ
ないこと。

P25
表8(3)
池干し

〈実施時期〉
・水生昆虫の生活
史を考慮して実施
時期の修正
・シギ・チドリ類
の渡りの時期を除
くように修正
・野鳥の営巣を考
慮することを追加

留意点

P26
表8(4)

侵略的外来
種の防除、

駆除

『水質』『底質』『鳥類・水生昆虫類の生息状
況』 『植生』の4項目の目標レベル・目標達成
基準

〈ヨシ等の除去〉
・開放水面を確保するため、抽水植物は根株、
地下茎ごと除去することが望ましい。
・ヨシ、ガマなどの肥大した地下茎については
人力での切断、除去が難しいため、必要に応じ
て小型重機を使用することを検討する。小型重
機を使用する場合は、遮水シートを破損しない
ように慎重に作業すること。
※ヨシは窒素やリンを最も吸収した後の9月以降
に実施すると良い。
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（行動計画　空欄）

整備後の経過年数

1年ごと

P27
表9(1)

湿地のモニ
タリング計

画

底質の
モニタリング

項目

・モニタリング項目
〈底質〉外観、臭い

・モニタリング項目
〈底質〉外観、臭い、堆積厚、含水比、強熱減
量

【※堆積厚、含水比、強熱減量については「調
査の目的」等も追加】

底質の変化を測る
ために調査項目を
追加

4
.
3
.
2
　
多
様
な
主
体
の
共
働
に
関
す
る
取
組

P33　表12　目標達成基
準の設定

P29　表10 「湿地のモニ
タリング実施期間」

「体験学習」につ
いては市民意見を
反映して行動計画
を追加。
「サポートチーム
の活動」について
は将来的に湿地の
管理運営をサポー
トチームが担える
ように、育成して
いく

目標達成年次・・・未供用期間（令和２～5年
度）・部分供用期間（令和６～９年度）・全面
供用期間（令和10～11年度）でそれぞれ目標達
成基準を設定します。

公園の供用状況に
沿った目標達成年
次とする

「湿地保全の活
動」については見
学会、体験会の参
加者の意見を踏ま
えて行動計画を追
加。
「サポートチーム
の活動」について
は将来的に湿地の
管理運営をサポー
トチームが担える
ように、育成して
いく

順応的管理計画策定後の経過年数、（年度）
期間の開始時期及
び年度を具体的に
表記

3年ごと

＜留意点＞
この行動計画は、今後、福岡市の方針の決定後
に立案します。

（削除）

④自然環境が
成長していく
過程や生態系
を体験学習す

る

③多様な主体
が共働して、
成長する自然
を管理する

P32　イ．管理手法のレ
ビューの時期

P35

（行動計画　空欄）

P34
表23

目標達成の
ための行動

計画

目標達成年次・・・短期・中期・長期

誤記

4
.
3
.
1
多
様
な
自
然
環
境
の
創

出
に
関
す
る
取
組

主体 行動計画

・主に地域住民を対象に体験学習（観察会、

湿地保全活動の体験会）を開催する。

・観察会を年に１～４回程度開催し、参加者

に対してサポート活動を紹介する

・サポート活動に興味を持つ方を対象に「湿

地保全活動の体験会」を開催し（２～10回程

度/年）有志によるサポートチーム立ち上げ

を補助する

・体験学習に参加する

・サポートチームを立ち上げる

・サポートチームと共働で湿地の保全を行う

・体験学習などをとして、サポートチームの

メンバーを募集する

・公園管理者が行う湿地保全の取組みに、サ

ポートチームが積極的に関わる。

（関わる活動の例）水辺の植物の除去

侵略的外来種の駆除など

・サポートチームの活動と連携した湿地の管

理を行う

・体験学習などをとして、サポートチームの

メンバーを募集する

・サポートチームが主体的に活動計画を立て

湿地の保全活動を行う

（保全活動の例）水辺の植物の除去

                侵略的外来種の駆除など

多様な主体

多様な主体

多様な主体

未

供

用

期

間

（

令

和

２
～

５

年

度
）

部

分

供

用

期

間

（

令

和

６
～

９

年

度
）

全

面

供

用

期

間

（

令

和

１

０
～

１

１

年

度
）

市及び

公園管理者

市及び

公園管理者

市及び

公園管理者

主体 行動計画

・主に地域住民を対象に、希少種や外来種等の

生物や、生物多様性についての体験学習をオン

ライン形式も活用しながら開催する

（主な体験学習）観察会…1～４回／年

湿地保全活動の体験会…２～10回程度/年

・上記の取組みをとおして有志による、サポー

トチーム立ち上げを補助する

・体験学習に参加する

・サポートチームを立ち上げる

・周辺の小学校や公民館などと連携して、はば

たき公園やエコパークゾーンなどの自然を身近

に感じることができる体験学習などを企画・運

営する

（体験学習の例）観察会…1～４回程度／月

　　　　　　　その他体験学習…●回程度／月

・公園管理者が行う体験学習などの内容検討や

説明の補助などに積極的に関わる。

・生物多様性の保全のため、市民が取組むべき

事項について公園管理者、専門家とともに検討

する

・小学校や一般の来園者などを対象とした体験

学習をサポートチームが主体的に企画・運営す

る

（体験学習の例）観察会…1～４回程度／月

　　　　　　　その他体験学習…●回程度／月

・生物多様性の保全のために市民が取組むべき

事項についてサポートチームが主体となって啓

発を行う

多様な主体

全

面

供

用

期

間

（

令

和

１

０
～

１

１

年

度
）

部

分

供

用

期

間

（

令

和

６
～

９

年

度
）

未

供

用

期

間

（

令

和

２
～

５

年

度
）

市及び

公園管理者

・サポートチームの活動と連携し環境教育に関

する取組みを行う

多様な主体

市及び

公園管理者

多様な主体

市及び

公園管理者
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1 

１．はじめに ～アイランドシティはばたき公園における順応的管理の背景～ 

アイランドシティはばたき公園（以下はばたき公園）

は、親水緑地として位置づけた平成元年の港湾計画改

訂から検討を始めました。 

550ha）において自然環境

の保全・創造、地域の生活環境向上に向けて様々な施

策を展開している「エコパークゾーン」の中心に位置

し、和白干潟や海域等と機能分担しながら、人と自然

との共生を象徴する空間として整備を行うこととして

います。 

また、はばたき公園は、平成 21年度に策定したアイ

ランドシティ事業計画において、まちづくりの基本方

針である「環境共生のまちづくり」、「みんなで関わる

まちづくり」を実感できる場としての整備を行うこと

としており、整備にあたっては、エコパークゾーンの

自然環境と一体となった生物生息空間の創出や自然環

境の観察施設、散策路等の施設を導入するとともに、

環境に関する研究・学習機能の導入とあわせながら整

備していきます。 

 

これらの背景をもとに、市民や NPO、専門家等の多様

な主体による「野鳥ラウンジカフェ」において、はば

たき公園の「基本コンセプト」と「活動プラン」をとり

まとめ、それらを実現するため「野鳥公園整備に関す

る検討委員会」から専門的見地・助言をいただきなが

ら、整備に関する基本的な考え方（整備プラン）を「ア

イランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」

としてとりまとめております。 

27年 7月の「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」では、はばたき公

園は 4 つの区画にゾーニングされ、このうち「自然の成長を学ぶゾーン」に整備される湿地は、

はじめから全てをつくり込まず、自然の状況変化に柔軟に対応できるよう“順応的管理手法を導

入”することとしています。また同時に、多様な主体が共働して、成長する自然を管理する“市

民共働による環境創造”を行うこととしています。 

 

図 1 アイランドシティはばたき公園の位置 

 

図 2 緑と水辺の環境整備のイメージ 
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２．アイランドシティはばたき公園について 

２.１ アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）策定までの経緯 

平成元年      港湾計画改訂 親水緑地としての位置づけを検討 

平成 6年      公有水面埋立免許取得 アイランドシティ整備事業に着手 

平成 18年      福岡市野鳥公園基本構想 

平成 24～25 年   野鳥公園ラウンジカフェ 

平成 26年    野鳥公園整備に関する検討委員会 

平成 27年       市民意見募集（パブリック・コメント） 

平成 27年       アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）策定 

 

詳細な経緯および内容を以下に示します。 

 

アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）の策定の経緯 

 
 

 

市民、自然保護団体、まちづくりの

各種団体、学識経験者等、多方面の

意見や助言をいただきました。 

出典）「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」（福岡市、平成 27年 7月） 
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出典）「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」（福岡市、平成 27年 7月） 
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『成長するアイランドシティはばたき公園』

整備の基本方針

～人と自然が共に成長し続けるために～

「アイランドシティはばたき公園」の目指す姿（目標像）

市民やＮＰＯ等，多様な主体が共働で自然形成に携わりながら，時間経過とともに自然
が成長する過程を学習する空間を創出します。
【活動例】野鳥観察会，生物モニタリング

①自然の成長を学ぶゾーン

基本コンセプト

【環境の保全・創造】
①渡り鳥が利用する場

主としてシギ・チドリ類の休息場となることを目指します。

②エコパークゾーンの豊かな自然を実感できる場
エコパークゾーンで保全・創造された豊かな自然を目の前

で実感できる場となることを目指します。

【市民の交流・学習】
③身近に自然とふれあえる場

身近に自然とふれあい，憩いや安らぎを享受できる貴重な
空間として，多くの市民が利用する場となることを目指します。

④環境学習の拠点
市民が，長年にわたるエコパークゾーンの取組みなどを，

気軽に学び・体験できる環境学習の拠点となることを目指します。

【様々な活動の連携】
⑤多様な主体が関わる場

市民や企業，ＮＰＯなど，多様な主体が集い，連携して本公
園の成長に向け，取り組む場となることを目指します。

海生生物や野鳥の生息環境を創造し，観察等を通して，海域の生物多様性や環境保全
の重要性について学習する空間を前面海域に創出します。
【活動例】アマモ場づくり，生きもの観察会

②海の自然を学ぶゾーン

遊歩道と緑を配置し，海辺を感じ親しみながら歩きたくなる空間を水際線に創出します。
【活動例】市民による植樹，家族で散策

③海辺に親しむゾーン

訪れる人々の交流が図られるとともに，エコパークゾーン全体を一望したり，休息やピク
ニックなどを通してくつろぐこともできる空間を創出します。
【活動例】眺望（ピクニック），遠足

④自然を楽しむゾーン

平面図

ゾーニングと平面図（整備イメージ）

ゾーニング

２.２ 整備プランに示された整備や管理運営の方針 

公園の整備にあたっては、「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」に従っ

て、進めています。 

 

アイランドシティはばたき公園の整備プランの内容 
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成長する「アイランドシティはばたき公園」の実現に向けて～管理運営～

みんなで関わる公園

順応的管理手法の導入

 魅力的な公園をつくり，育てていくためには，市民やNPO，企業等の多様な主体と連携し，持続可能な管理運営の仕組みづく
りが必要です。

身近な環境学習の拠点づくり

 本公園の一部エリアでは，基礎となる整備を行った
うえで，野鳥の飛来状況や自然の成長等をモニタリ
ングしながら，自然の成長を活かす「順応的管理手
法」を導入します。

 有識者等から助言を受けながら整備効果の検証を
行い，管理方法の見直しや，必要に応じて施設の改
良を行います。

順応的管理のイメージ

 150万都市に存在するエコパークゾーンの豊かな自

然を，市民が体感できるよう，魅力ある環境学習プ
ログラムやイベント等を充実していきます。

 企画運営にあたっては，エコパークゾーン全体の活
動と一体となった取組みが必要です。

 アイランドシティ中央公園やグリーンベルトなど，周
辺緑地と連携した企画運営を検討します。

管理運営イメージ

また、管理運営については、整備プランの“順応的管理手法の導入”（以下、順応的管理）を管

理手段として用い、自然の状況変化に柔軟に対応できるよう継続的なモニタリングの実施、その

結果に応じた管理手法の再検討・修正を行っていきます。 

 

 

  

分 類 今後実施すべき鳥類保全対策

海ガモ類 海面の広い範囲を利用していることから，疑似湿地の消失によ
る影響は小さいものと思われる。

陸ガモ類 和白干潟や多々良川河口などの広い範囲を利用していることか
ら，疑似湿地の消失による影響は小さいものと思われる。

シギ・チドリ類
採餌場機能については，和白干潟を始めとするエコパークゾー
ン全体や博多湾にある干潟などで十分な餌量を確保できると考
えられるが，休息場機能については不足するおそれがある。

クロツラヘラサギ 本来の生息環境である多々良川河口の干潟域や今津干潟で保全
することが最適である。

コアジサシ これまで多くの営巣が確認されている海の中道の砂浜など既存
の繁殖地をしっかりと保全していくことが重要である。

コラム 「アイランドシティはばたき公園」で保全すべき鳥類

〔これまでの検討経緯〕

（1）福岡市野鳥公園基本構想（平成18年5月）
本公園で対象とする主要な鳥類は，干潟を主要な生息地とする鳥類（主にシギ・チドリ類），浅海域を主要な生息地とする鳥類（主にカモ

類）およびこれに加え，干潟を利用する希少種としました。

（2）エコパークゾーン環境保全創造計画（平成22年3月）
アイランドシティで埋め立て工事を行う工程で生じた一時的な湿地（疑似湿地）が，工事の進捗に伴い順次消失した後の鳥類の生息に必

要な機能については，エコパークゾーンを含めた周辺環境全体で担っていくことが重要であり，今後実施すべき鳥類保全対策の検討結果
は以下のとおりとしました。

本公園の検討にあたっては，和白干潟や周辺の浅海域等との機能
分担やエコパークゾーン内での連携を図ることが重要であり，今後と
も鳥類本来の生息域を保全していくとともに，本公園内では，主とし
てシギ・チドリ類の休息場を確保することとします。

湿地整備の考え方
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３．順応的管理計画について 

福岡市では、順応的管理を進めていくための行動計画・事業実施方針、目標達成基準による管

理手法をとりまとめた順応的管理計画を策定することとしました。本章では、順応的管理の標準

的な仕組みを紹介し、福岡市が策定する順応的管理計画の実施範囲、策定方法について示します。 

 

３.１ 順応的管理の標準的な仕組み 

湿地における順応的管理計画は、実施すべき内容、役割分担等の仕組みを明確にした順応的に

運営するシステムを構築しておくことが重要であるため、その手法が示された「順応的管理によ

る海辺の自然再生（国土交通省港湾局監修、平成 19年 3月）」の考え方に従います（図 3）。 

順応的管理手法は、①包括的な目標の設定（レベル 1）、②目標を実現するための具体的な行動

計画・事業実施方針の策定（レベル 2）、③目標達成基準による管理（レベル 3）の 3つの階層で

構成されています。 

レベル 1～3 の具体的な設定方法については、「３.３（３）レベル１～３の設定方法」に示し

ます。 

 

図 3 湿地の順応的管理の検討手順  

出典）順応的管理による海辺の自然再生（国土交通省港湾局監修、平成 19年 3月） 
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３.２ はばたき公園における順応的管理を行う範囲 

「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」では、はばたき公園は 4 つの区画

にゾーニングされ、このうち「自然の成長を学ぶゾーン」に整備される湿地は、はじめから全て

をつくり込まず、自然の状況変化に柔軟に対応できるよう“順応的管理手法を導入”することと

しています。自然の状況変化に柔軟に対応するために、順応的管理を行う範囲は、「自然の成長

を学ぶゾーン」にある「湿地」を対象とします（以下、当該湿地といいます）。 

 

図 4 順応的管理を行う範囲 

平成 29年、30 年度に整備プランに則り、湿地の造成を行ってきました。令和元年度の湿地は図 

5に示すとおりであり、5つの水域によって構成されています。 

 

図 5 湿地の造成状況（令和元年 5月 7日撮影） 

     

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 
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３.３ 順応的管理計画の策定方法 

（１）計画策定の進め方 
当該湿地の順応的管理計画は、順応的管理と管理運営のイメージが示されている「アイランド

シティはばたき公園基本計画（整備プラン）」の基本方針等に従って策定します。 

また、順応的管理計画の詳細な設計については「順応的管理による海辺の自然再生（国土交通

省港湾局監修、平成 19年 3月）」の考え方に従います。 

 

 

図 6 計画策定の進め方とその背景 

  

平成元年 博多湾港湾計画改訂
平成 6 年 公有水面埋立免許取得

レベル1：包括的目標

レベル2：行動計画・事業実施方針

レベル3：目標達成基準による管理

専門的見地・検討会からの意見 多様な主体との関わり

アドバイザー会議
（有識者からの学術的な助言）

ワークショップ

サポートチーム
（管理運営の担い手）

市の計画

平成18年 福岡市野鳥公園基本構想

平成26年 野鳥公園ラウンジカフェ

平成27年 市民意見募集（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）
平成26年 野鳥公園整備に関する

検討委員会

等

平成27年 基本計画（整備プラン）策定

Ⅰ. はじめに 位置づけとこれまでの経緯

Ⅱ. エコパークゾーンにおける
これまでの取組みと今後の課題

Ⅲ. 保全すべき鳥類
Ⅳ. 野鳥ラウンジカフェの成果
Ⅴ. 整備の基本方針
①目指す姿 ②基本コンセプト
③整備の方向性 ④ゾーニング
⑤各ゾーニングの機能と施設要素
⑥平面図⑦各ゾーンの活動イメージ

Ⅵ . 基本整備計画
①造成計画 ②湿地整備の考え方
③海域環境の改善 ④動線計画
⑤植栽計画 ⑥施設計画
⑦防犯への配慮

Ⅶ. 管理運営
①みんなで関わる公園
②順応的管理手法の導入
③身近な環境学習の拠点づくり

Ⅷ ．事業スケジュール

多様な生物の生息環境の創出に向け具体化

◎市民意見の取り入れ

令和元年～順応的管理計画
（暫定プラン）

順応的管理計画に沿った
管理運営の実施

令和4年度以降
順応的管理計画（本プラン）

体験学習 
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（２）計画策定の体制 
計画策定の体制は、福岡市が主体となり、①有識者による専門的見地からの助言・指導を受け

るための仕組みとして『アドバイザー会議』、②市民からの意見聴取の仕組みとして『体験学習』

におけるアンケートを活用し、共働で進める体制とします。 

体験学習は、はばたき公園の地域への周知を図るとともに、将来の順応的管理に向けた人材を

確保するため、市民を対象として開催します。さらに、管理の段階になれば、公園の意義に賛同

した住民（サポートチーム）による管理の過程で得られた情報を加えながら、福岡市が適宜、計

画を改善・効率化していきます。 

 

図 7 計画策定の体制 

 

（３）レベル１～３の設定方法 

順応的管理計画は、図 8のとおり【レベル 1 包括的目標】、【レベル２ 具体的な行動計画・

事業実施方針】、【レベル３ 目標達成基準による管理】の 3つの階層で構成されています。レベ

ル 1～3の設定方法は以下に示すとおりです。 

 

【レベル 1 包括的目標】の設定方法 

レベル 1 の包括的目標は、意思決定者と関係者が現状の課題や自然再生の方針について共通認

識を持ち、何を達成しようとするかのねらいを明確にするために設定するものであり、レベル 1

の包括的目標は、整備プランを基本軸として設定します。 

 

【レベル２ 具体的な行動計画・事業実施方針】の設定方法 

レベル 2 の具体的な行動計画・事業実施方針は、包括的目標を達成するために実施すべき行動

計画・事業実施方針を具体的に定めたものです。レベル 1 を踏まえて設定するものであるため、

福岡市がアドバイザー会議による専門的見地からの助言、体験学習やサポートチーム等の市民か

らの意見を参考にして設定します。 

なお、レベル 2 では当該湿地における目標を達成するための取り組みを進めるために、当該湿

地がどのような生態系を目指していけば良いかという具体的な目標（目指す状態）を整理します。

また、生物の生息基盤づくりと生物の生息にふさわしい環境条件について情報整理を行い、当該

湿地において必要な条件と主な方策メニューを検討します。 

 

【レベル３ 目標達成基準による管理】の設定方法 

レベル 3 の目標達成基準による管理は、モニタリング結果が目標達成基準を満たしているかを

もとに管理手法のレビューを行い、必要な場合は管理手法の改善を行うものです。福岡市がアド

順応的管理計画の策定 

市 

アドバイザー 会議 
専門的見地からの 

助言・指導 

専門 
情報提供 

市民 

意見提供 
助言・ 
指導 一般市民 

サポートチーム 

体験学習 
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バイザー会議の助言を参考にして設定し、管理手法の改善についてはサポートチームをはじめと

する市民の意見を反映させます。レベル 3 では①目標達成基準、②管理手法（維持管理計画）、

③モニタリング計画、④管理手法のレビューの方法を設定します。 

①目標達成基準 

・目標達成基準は、レベル 2 の具体的な行動計画・事業実施方針に基づいて行動した成果が、目標

を達成しているのかを具体的に判断する基準で、どんな項目を対象とするか（指標項目）、その項

目がどうなれば良いか（目標レベル）、いつまでに目標を達成すれば良いか（目標達成年次）を決

めるものです。 

・当該湿地において求められる成果は、望ましい生態系の形成にあります。そのため、指標項目は望

ましい生態系が形成されているかを判断できる生物やその生物が生息するための生息条件（生息

基盤と環境条件）を選定します。 

・目標レベルは、包括的目標（レベル 1）によって達成が求められるレベルを示すもので、当該湿地

の特性に適合した無理のない設定とします。 

・目標達成年次は、環境条件の変動性、安定性や生物・生態系の変動性、遷移の速度を踏まえて設定

します。 

②管理手法（維持管理計画） 

・レベル 1 の包括的目標を達成し、さらに目標とする状態を維持するためにはどのような管理が必

要かを定めたものです。 

・福岡市がアドバイザー会議の助言を参考にして、維持管理の内容（どんなことを、いつ、どのよう

に）を設定します。 

③モニタリング計画 

・目標達成基準の達成状況を評価するとともに、管理手法をレビューし改善の必要性を検討するた

めに実施する調査計画です。 

・福岡市がアドバイザー会議の助言を参考にして、モニタリングの内容（どんなことを、いつ、どの

ように）を設定します。 

④管理手法のレビュー 

・モニタリングの結果を目標達成基準と比較し、定期的に評価しながら管理手法やモニタリング計

画等の見直しを行うものです。レビューの結果は、順応的管理計画に反映させます。 

・福岡市がアドバイザー会議の助言を参考にして、管理手法のレビューの時期、方法を設定します。

実際のレビューの際には、サポートチームをはじめとする市民の意見を反映させます。 

 

図 8 レベル 1～3の設定方法  

順応的管理計画 

レベル 1：包括的目標 

 
レベル 2：行動計画・事業実施方針 

体験学習の成果 
（住民参加による管理に関する市民意見の取込） 

「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」 

サポートチームの成果・参加 
（住民参加による管理に関する市民意見の取込） 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
の
助
言 

（
専
門
家
等
か
ら
提
言
等
） 

②管理手法（維持管理計画）の設定 

③モニタリング計画の設定 

④管理手法のレビュー 

指標項目，目標レベル，目標達成年次 
①目標達成基準の設定 

レベル 3：目標達成基準による管理 



 

11 

（４）計画策定の時期 
当該湿地の順応的管理は、福岡市のほかに、市民、NPO等多様な主体が共働し、情報を共有しな

がら進めていくものです。令和元年度にはワークショップを立ち上げ、市民の意見を聴取したと

ころではありますが、順応的管理計画にはワークショップをはじめとする市民の意見をもっと反

映させ充実させる必要があります。このため、特にレベル 2・レベル 3 については数年をかけて市

民の意見を取り入れ、設定していくこととしました。 

その一方で、先述のとおり既に 5 つの水域によって構成される湿地が造成されており、順応的

管理に着手する必要があるため、令和元年度はアドバイザー会議からの助言、ワークショップか

らの意見を反映させて、レベル 2・レベル 3 を暫定的に設定しました（順応的管理計画（暫定プラ

ン）令和 3年 3月）。 

今後、数年間（約 3 年を想定）は、暫定プランに従って、当該湿地の順応的管理に取り組みな

がら、レベル 2・レベル 3についてはワークショップやサポートチーム活動を重ねることで、市民

意見の充実を図ります。 

このようにして、集めた市民の意見を反映させ、令和 4 年ごろ（予定）に順応的管理計画（本

プラン）を策定します。 

 

 

図 9 順応的管理計画（本プラン）策定までの流れ 

 

 

  

順応的管理計画
（暫定プラン）

令和元年度第1回アドバイザー会議

順応的管理計画（素案）
令和元年

令和2年度
以降

令和元年度第1回、第2回ワークショップ

修正版

順応的管理計画（本プラン）の確定

アドバイザーからの助言・指導

ワークショップ等の市民意見の聴取
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４．湿地の順応的管理計画（暫定プラン） 

４.１ 包括的目標（レベル１） 

当該湿地の「包括的目標（レベル 1）」は、図 10 に示すように、市民や NPO、専門家等多様な

主体が参加した“野鳥公園ラウンジカフェ”や福岡市民から意見募集した“パブリックコメント”

からの意見を取り入れて策定した「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」に

ある湿地を含む「自然の成長を学ぶゾーン」に導入する主な機能をもとに設定しました。 

以下に、包括的目標を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「生物多様性ふくおか戦略」にもあるとおり、この湿地では原則として、湿地で自

然発生した生物が形成する生態系の保全の場とし、外部からの動物の移入は基本的にしな

い・させない方針とします。 

 

図 10 湿地の包括的目標の設定フロー 

  

はばたき公園の上位計画 
 
「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」 
（福岡市、平成 27 年） 
 

湿地を含む「自然の成長を学ぶゾーン」に導入する主な機能 

■生物生息環境（陸域）の創出 
・地形に起伏をもたせ、水辺から丘陵地へと続く多様な自然環境の展開が可能となる
場を創出する。 

■鳥類の生息場 
・干潟を主要な生息場として利用している鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設
け、飛来する野鳥を観察する。 

■市民共働による環境創造 
・多様な主体が共働して、成長する自然を管理する。 
■自然の成長を通した環境学習 
・新たに創出した自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する。 

 
 

 

●湿地の包括的目標 

人と自然との共生を象徴する空間づくりを実現する 
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４.２ 具体的な行動計画・事業実施方針（レベル２） 

（１）具体的な行動計画・事業実施方針（レベル２）の設定 
当該湿地の「具体的な行動計画・事業実施方針（レベル 2）」は、上位計画である「アイランド

シティはばたき公園基本計画（整備プラン）」の考え方、令和元年度に行った体験学習の結果に

基づき、次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な行動計画・事業実施方針 

①地形に起伏をもたせ、水辺から丘陵地へと続く多様な自然環境を創出する 

②干潟を利用する鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設ける 

③多様な主体が共働して、成長する自然を管理する 

④自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する 

 

 

 

 

図 11 湿地の具体的な行動計画・事業実施方針の設定フロー 

  

＜留意点＞ 
この方針は、今後も市民意見を反映しながら随時見直しを行います。

はばたき公園の上位計画 
 
「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」 
（福岡市、平成 27 年） 
 

湿地を含む「自然の成長を学ぶゾーン」に導入する主な機能 

■生物生息環境（陸域）の創出 
・地形に起伏をもたせ、水辺から丘陵地へと続く多様な自然環境の展開が可能となる場を創
出する。 

■鳥類の生息場 
・干潟を主要な生息場として利用している鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設け、飛来
する野鳥を観察する。 

■市民共働による環境創造 
・多様な主体が共働して、成長する自然を管理する。 
■自然の成長を通した環境学習 
・新たに創出した自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する。 

令和元年度の体験学習の結果 
アイランドシティ住民を対象として計 2 回実施 

（令和元年 12 月 8 日、令和 2 年 2 月 1 日） 

市民からの意見として計画に反映できること 
（1）多様な生物がいる場づくり 
（2）ゾーニング（人が入れる場所・入れない場所）の導入 
（3）目で体で感じる学びの場 
（4）子どもの環境教育の場 
（5）イベントの場（環境学習会等） 
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（２）方針を実行するための目標（目指す状態） 
先述のレベル 2 に掲げた方針を実行するために、それぞれの方針について具体的にどのような

状態を目指すのか、目標（目指す状態）を立て、その目標達成に向けて取り組みを進めていくこ

ととしました。レベル 2の方針を実行するための目標（目指す状態）を表 1に示します。 

方針のうち、①と②では多様な自然環境や鳥類の休息場を創出することで、多様な生物が生息・

生育する自然環境ができていることやシギ・チドリ類をはじめとする鳥類が利用している状態に

なることを目標とします。この目標を達成するためには、自然環境の遷移をリセットし続けるこ

とによる多様な自然環境の創出が必要となります。 

また、③と④では地域住民をはじめとする多様な主体が関わり、当該湿地を適切に管理するこ

とや、当該湿地が自然環境を体験できる場として人々が利用している状態になることを目標とし

ます。この目標を達成するためには、地域住民をはじめとする多様な主体の共働が必要となりま

す。 

 

表 1 方針を実行するための目標（目指す状態）と目標達成のために必要となる取り組み 

具体的な行動計画・ 

事業実施方針（レベル

2） 

方針を実行するための目標（目指す状態） 
目標達成のために 

必要となる取り組み 

①地形に起伏をもたせ、

水辺から丘陵地へと続

く多様な自然環境を創

出する 

・当該湿地に多様な自然環境ができ、そこに生息・生育する

生物、特に期待する生物にとって良好な環境となってい

る 

（自然環境の遷移をリ

セットし続けることに

よる） 

多様な自然環境の創出 

②干潟を利用する鳥類

（主にシギ・チドリ類）

の休息場を設ける 

・シギ・チドリ類をはじめとする鳥類の休息場が創出され、

これらの鳥類が利用している 

③多様な主体が共働し

て、成長する自然を管

理する 

・地域住民が管理活動に参加している 

・多様な主体が共働して管理する体制ができている 

・目標とする自然が適切に管理されている 

多様な主体の共働 

④自然環境が成長してい

く過程や生態系を体験

学習する 

・人の立ち入りができる等、親水性が確保された場ができて

いる 

・体験学習の場として人々が利用している 
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（３）当該湿地における目標を達成するための取り組み 
ア．多様な自然環境の創出に関する取り組み 

（ａ）当該湿地での生息・生育を期待する主な生物 

「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」では、『本公園の検討にあたり、和

白干潟や周辺の浅海域との機能分担やエコパークゾーン内での連携を図ることが重要であり、今

後とも鳥類本来の生息域を保全していくとともに、本公園内では主としてシギ・チドリ類の休息

場を確保する』こととしています。 

また、アイランドシティはばたき公園が位置するエコパークゾーン周辺には、渡り鳥の中継地

や越冬地として毎年多くの鳥類が飛来しており、当該湿地ではサギ類や陸ガモ類がみられていま

す。（当該湿地ではゲンゴロウ類等の水生昆虫が自然に発生・侵入し、ヨシ等の抽水植物帯や沈

水植物帯等の水辺の植生帯等が成立しており、沿岸の淡水池湿原のような二次的自然環境 1が形

成されています。） 

以上により、当該湿地での生息・生育を期待する生物は、表 2 に示すとおりシギ・チドリ類、

サギ類、陸ガモ類の鳥類と、水生昆虫等の水辺に生息・生育する多様な動植物とします。 

 

表 2 湿地での生息・生育を期待する主な生物 

生息・生育を期待する生物 

鳥類 シギ・チドリ類 

サギ類 

陸ガモ類 

自然に発生・侵入してくる水

生昆虫等の二次的自然環境

（里地里山）に生息・生育す

る生物 

水生昆虫 

水生植物 

 

  

                             
1 人が手を加えることで維持、管理されてきた自然環境のこと。里地里山やその地域にある河川や湿原のほか、水

田、ため池や水路等の人間の働きかけを通じて形成された水系を含む。 
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（ｂ）当該湿地において必要な生息基盤と環境条件 

当該湿地では、鳥類や水生昆虫、水生植物等の多様な生物が生息・生育できる自然環境を創出

するために、水深・植生ともに多様な環境の創出が条件となります。また、閉鎖的な水域である

ことを考慮すると、水質の富栄養化についても留意する必要があると考えられます。 

以上より整理した生息基盤と環境条件を表 33に示します。 

表 3 当該湿地において必要な生息基盤と環境条件 

生息・生育を期待する生物 
生息基盤づくりに係わる 

物理的条件 

生物の生息にふさわしい 

環境条件 

鳥類 シギ・チドリ類 ・水域 

・緩やかな傾斜の水際 

・適度な植生 

・裸地 

水深：浅め（緩やかな傾斜） 

植生：なし 

その他：人が干渉しないようブラインドを設置

する等の配慮を実施 

サギ類 ・水域 

・適度な植生 

水深：浅め 

植生：あってもなくても良い 

その他：人が干渉しないようブラインドを設置

する等の配慮を実施 

陸ガモ類 ・水域 

・適度な植生 

水深：浅め～深め 

植生：水際植生はあってよい 

その他：人が干渉しないようブラインドを設置

する等の配慮を実施 

自然に発生・侵

入してくる水

生昆虫等の二

次的自然環境

（里地里山）に

生息・生育する

生物 

水生昆虫等 ・水域 

・多様な植生 

・泥の底質 

水深：浅め～深め 

植生：まばらな場所と豊富な場所が混在する多

様な環境 

その他：池の底に幼虫が生息する泥が必要 

水生植物 ・水域 水質：富栄養化が進行しないこと（以下の参考

資料参照） 

植物相：侵略的外来種が侵入していない環境 

 

＜参考＞水質の富栄養化による水生植物への影響 2 
 

はばたき公園の湿地は、浅水域から深水域

まで多様な水深が存在するため、生育する植

物は水深の条件に応じて、様々な群落が形成

されると考えられます。また、基本的に雨水

にたよるため池で水域面積も小さく、止水的

な環境が継続するため、水質の富栄養化が懸

念されます。水質の富栄養化が進行すると、

水質の変化に応じて、生育する植物群落が変

化するとともに、種の多様性も減少します。

例えば、富栄養化の進行によって水の透明度

が悪化することや、水面に葉や花を出す浮葉

植物が繁茂することによって、水中への光の

供給が制限され、水中に生育する沈水植物群

落が消滅することが考えられます。さらに、

富栄養化が進行すると浮葉植物も消滅し、ホ

テイアオイ、サンショウモ等水面に植物体を

浮かべる浮遊植物群落がはびこることもあ

ります。  

                             
2 環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の手引き（第２編）（食料・農業・農村政策審議会農

村振興分科会、農業農村整備部会技術小委員会、平成 15年 3月） 

 

図 11 水位の違いによる水生植物の種類の違い 
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（ｃ）インパクト・レスポンスフロー 

時間の経過によりどのような環境要因の変化を経て生物へ影響を及ぼすかを構造図として示す

「インパクト・レスポンス」の整理による検討を行います。 

水域では、時間の経過に伴い地形、水量、植生の変化が想定されます。降雨等による土砂の流

入や堆積により水域の浅場や水面が減少することや、植生の遷移によりヨシや雑草が繁茂するこ

とが考えられます。これらの変化は水質・底質の悪化や水域の陸地化につながり、水域の多様性

が失われる可能性があります。また、この湿地では、ここで自然発生する生物が形成する生態系

の保全の場とし、外部からの動物の移入は原則しない・させない方針としていますが、管理や体

験学習の場として人が利用するようになると、外部からの侵入も想定しておく必要があります。

万が一、外来種が侵入すると、既に生息・生育している生物が形成していた生態系のバランスが

崩れ、多様性が失われることにつながります。 

湿地における包括的目標を達成し、さらに目指すべき環境を創造し維持するためには、これら

のインパクト・レスポンスを踏まえ、段階的な整備や適切な維持管理を計画的に行っていくこと

が必要です。 

 

図 12 湿地におけるインパクト・レスポンスフロー 

 

  

シギ・チドリ類の
休息場所の減少

多様性の喪失

地形の変化 降雨状況
水量の変化

物質循環の変化 植生の変化 人の利用

富栄養化 ヨシの繁茂 雑草の繁茂 外来種侵入 ゴミ投棄浅場の減少 水面の減少
池水の滞留

親水性の阻害

環境への意識低下

人の利用の減少

底泥の堆積・湿地の陸地化水質・底質の悪化

インパクト

生物等への影響

レスポンス
(環境の変化)

野鳥の飛来

糞尿

＜参考＞インパクト・レスポンスフローとは 

順応的管理におけるレベル 3では、「管理手法の設定、モニタリング、レビュー」→「目標達成基準による

管理」を実現するためには、適切な目標達成基準の設定と、そのモニタリングが不可欠です 3。しかし、生物を

対象とした順応的管理においては、対象生物の生息量そのものを目標達成基準としたり、モニタリングしたりす

ることが困難である場合が多いです 3。そこで、生物の生息量に影響する様々な要因の連関分析を行い、ある環

境変化を与えたときに、どのような影響が発現するのかを示し、着目すべき変化を抽出するために用いられるも

のがインパクト・レスポンスフローです 3。このインパクト・レスポンスフローを整理することで、レスポンス

からモニタリングすべき指標項目が決まり、効果的なモニタリング計画を作成することができます。また、生物

等への影響からこのフローをたどることで、どのようなインパクトによって影響が生じたのかを洗い出すことも

できます。 

例えば、はばたき公園の湿地においてシギ・チドリ類の休息場所が減少してしまったことがわかった場合、こ

のインパクト・レスポンスフローをたどると、なぜ休息場所が減少してしまったのか、その要因となるインパク

トを知ることができます。また、その要因となるインパクトを改善することで、シギ・チドリ類の休息場所の再

生が可能となります。 

なお、「インパクト・レスポンスフロー」は、将来起こりうる環境の変化を予測しているため、維持管理の段

階ではフローが変わっていく可能性もあります。そのため、維持管理の段階でフローを見直すことが重要です。 

3順応的管理による海辺の自然再生（国土交通省港湾局監修、平成 19年 3月） 
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（ｄ）多様な自然環境の創出に関する主な方策メニュー 

レベル 2 に掲げた 4 つの方針のうち『①地形に起伏をもたせ、水辺から丘陵地へと続く多様な

自然環境を創出する』場所ではトンボ類、水生昆虫、水生植物の生息・生育を期待し、この方針

の実施場所はこれらの生物が必要とする環境要素である多様な植生等が確保できるように、既に

ヒメガマ等の水生植物が生育し、他の水域と比べると水深 0～50cm 程度と深みのある No.1～No.3

としました。 

『②干潟を利用する鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設ける』場所は、上位計画である

「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」で“主としてシギ・チドリ類の休息

場を確保する”と示されていることから、湿地全体で取り組むこととしました。 

多様な自然環境の創出に関する主な方策メニューは表 4に示すとおりです。 

 

表 4 多様な自然環境の創出に関する主な方策メニュー 

具体的な行動計

画・ 

事業実施方針 

（レベル 2） 

方針を実行するための目標

（目指す状態） 

当該湿地での 

生息・生育を 

期待する生物 

必要な 

環境要素 

留意点・必要な 

維持管理等 
実施場所 

①地形に起伏を
もたせ、水辺
から丘陵地へ
と続く多様な
自然環境を創
出する 

・当該湿地に多様な自然環境
ができ、そこに生息・生育
する生物、特に期待する生
物にとって良好な環境と
なっている 

水生昆虫、水
生植物 

・水域 
・多様な植生 
・泥の底質 

・水質の富栄養
化を進行させ
ない 

・土砂の除去 
・ヨシの除去 
・水域及び 
岸際の草刈 

No.1 
No.2 
No.3 

②干潟を利用す
る鳥類（主に
シギ・チドリ
類）の休息場
を設ける 

・シギ・チドリ類をはじめと
する鳥類の休息場が創出
され、これらの鳥類が利用
している 

シギ・チドリ
類、サギ類、
陸ガモ類 

・水域 
・緩やかな 
傾斜の水際 

・適度な植生 
・裸地 

・人の干渉を避
ける 

・土砂の除去 
・ヨシの除去 
・水域及び 
岸際の草刈 

・陸域の草刈 

湿地全体 

 

図 13 多様な自然環境の創出に関する主な方策メニューの実施場所  
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イ．多様な主体の共働に関する取り組み 

レベル 2 に掲げた 4 つの方針のうち『③多様な主体が共働して、成長する自然を管理する』場

所は、上位計画である「アイランドシティはばたき公園基本計画（整備プラン）」で“主としてシ

ギ・チドリ類の休息場を確保する”“多様な主体が共働で自然形成に携わる”と示されているこ

とから、湿地全体で取り組むこととしました。 

『④自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する』場所は、不特定多数の人が体験学

習のため湿地内に入ると、人の干渉がシギ・チドリ類の休息場利用に影響する可能性が想定され

ることから、離れた場所にある No.1 としました。 

多様な主体の共働に関する主な方策メニューは表 5に示すとおりです。 

 

表 5 多様な主体の共働に関する主な方策メニュー 

具体的な行動計画・ 

事業実施方針 

（レベル 2） 

方針を実行するための目標 

（目指す状態） 
必要となる行動 実施場所 

③多様な主体が共働して、成長

する自然を管理する 

・地域住民が管理活動に参加し

ている 

・多様な主体が共働して管理す

る体制ができている 

・目標とする自然が適切に管理

されている 

・体験学習等のイベントの実

施 

・サポートチームの立ち上げ 

・サポートチームが主体とな

った維持管理作業やイベン

トの実施 

湿地全体 

④自然環境が成長していく過

程や生態系を体験学習する 

・人の立ち入りができる等、親水

性が確保された場ができてい

る 

・体験学習の場として人々が利

用している 

同上 No.1 

 

図 14 多様な主体の共働に関する主な方策メニューの実施場所  



 

20 

４.３ 目標達成基準による管理（レベル３） 

目標達成基準による管理（レベル 3）では、目標達成基準、管理手法（維持管理計画）、モニタ

リング計画、管理手法のレビューの方法を設定します。 

「４.２（３）当該湿地における目標を達成するための取り組み」で示したとおり、レベル 2の

4 つの方針は“多様な自然環境の創出に関する取り組み”と“多様な主体の共働に関する取り組

み”に分けられます。当該湿地では、それぞれの取り組みに応じて表 6 に示す項目をレベル 3 で

設定することとしました。 

目標達成基準は、具体的な行動計画・事業実施方針が達成されたかを具体的に判断する基準と

なるものであるため、計測や観察ができる定量的な項目とします。また、管理手法（維持管理計

画）は、当該湿地で必要な生物の生息基盤や環境条件が満たされるような維持管理の方法、モニ

タリングは目標達成基準の達成状況の評価や、管理手法のレビュー、改善の必要性の検討が行え

るよう計画するもので、いずれも目標達成基準の内容（指標項目、目標レベル、目標達成年次）

を踏まえて設定します。したがって、目標達成基準、管理手法（維持管理実施計画）、モニタリン

グ計画、管理手法のレビューは“多様な自然環境の創出に関する取り組み”で定量的な評価がで

きるよう設定します。 

“多様な主体の共働に関する取り組み”では、上述したような生物の目標のほか、地域住民を

はじめとする多様な主体が共働で取り組む体制を醸成することが重要であり、いつまでに、どの

ような体制をつくるかといった目標レベル・目標達成年次、目標とする体制づくりを着実に進め

ていくための行動計画を設定することとしました。 

 

表 6 レベル 3で設定する項目 

具体的な行動計画・ 

事業実施方針 

（レベル 2） 

当該湿地における目

標を達成するための

取り組み 

レベル 3 で設定する項目 

目標達成基準 管 理 手

法（維持

管 理 実

施計画） 

モ ニ タ

リ ン グ

計画 

管 理 手

法 の レ

ビュー 

指標 

項目 

目標 

レベル 

目標達成

年次 

①地形に起伏をもた

せ、水辺から丘陵地

へと続く多様な自然

環境を創出する 

（自然環境の遷移を

リセットし続けるこ

とによる） 

多様な自然環境の創

出に関する取組み 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
②干潟を利用する鳥

類（主にシギ・チド

リ類）の休息場を設

ける 

③多様な主体が共働

して、成長する自然

を管理する 多様な主体の共働に

関する取り組み 
－ 〇 〇 

〇 

(行動 

計画) 

－ － 
④自然環境が成長し

ていく過程や生態系

を体験学習する 

〇：設定する  －：設定しない 

  ＜留意点＞ 
この方針は、今後も市民意見を反映しながら随時見直しを行います。
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４.３.１ 多様な自然環境の創出に関する取り組み 
（１）目標達成基準の設定 

目標達成基準は、レベル 1の包括的目標を達

成されているかを具体的に判断するための基

準となるものです。 

目標達成基準の設定にあたっては、指標項

目、目標レベル、目標達成年次を明確にします。 

 

ア．指標項目 

指標項目は、目標達成基準が具体的な行動計画・事業実施方針が達成されたかを具体的に判断

する基準となるものであるため、計測や観察ができる定量的な項目とします。当該湿地では水質、

生息環境、生物相（鳥類の生息状況、水生昆虫の生息状況、植物）、植生を指標項目とします。 

イ．目標レベル 

目標レベルは、達成が求められるレベルを示すものであり、地域の特性や指標項目の特性に応

じて設定します。当該湿地では、アドバイザー会議からの“湿地を撹乱することで環境の遷移を

リセットし続けるほうが当該湿地のコンセプトに合う”との助言により、基本的には順応的管理

の取り組みの初年度となる令和元年度の結果を基準として、それより著しく劣っていない状態を

目標レベルとします。 

ウ．目標達成年次 

目標達成年次は、達成が求められる指標項目について、それぞれの変動性や遷移の速度を踏ま

えて、何年後に達成を目指すかを示すものです。当該湿地では、令和元年度に掲げた目標達成基

準を 3年ごとの短いスパンで検証・見直しを行います。 

表 7 目標達成基準の設定 

指標項目 目標レベル・目標達成基準 
目標達

成年次 

水質 ・季節的な動向が過年度と同じであること、また、経年的に値が

上昇し続けないこと 

3年 

底質 ・底質の外観・臭いが過年度と変化がないこと 

生息環境 ・整備初期段階の水深を維持すること 

・整備初期段階の水面の広さを維持すること（夏季において比

較） 

植生 ・整備初期段階と比較してヨシ等が拡大し、水域の広さと水際の

移行帯が顕著に減少していないこと 

・小型のシギ・チドリ類が利用できる裸地が確保されていること 

生

物

相 

鳥類の生息状況 ・シギ・チドリ類、サギ類、陸ガモ類の種数の減少が経年的に生

じていないこと 

水生昆虫類の生息状況 ・種数の減少が経年的に生じていないこと 

・多様度指数※に顕著な変化が生じていないこと 

植物の生育状況 ・侵略的外来種が侵入していないこと 

上記以外の分類群の侵略的外

来種の生息状況 

・侵略的外来種が侵入していないこと 

 

レベル１

レベル２

レベル３

包括的目標

具体的な行動計画・
事業実施方針

管理手法の設定・
改善

目標達成基準
による管理

モニタリング

管理手法の
レビュー

※ 生物の群集の豊かさを表す指数のことで、群集の中での種ごとの個体数の配分という考え方を多様度指数といいます。種

多様性を説明する要素として、種の豊富さ（Species richness）と均等度（evenness、または、equability）の 2つがあ

ります。種の豊富さとは群集に存在する種の数のことを指します。一般に、種の数が多いほど群集は多様です。しかしな

がら、群集に含まれる種の数が同程度であっても、特定の種の個体数が多く他の種の個体数が少ない場合、多様性は低く

なります。  
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（２）管理手法（維持管理実施計画） 
管理手法は、レベル 1の包括的目標を達成し、

さらに目標とする状態を維持するためにはどの

ような管理が必要かを定めたものです。維持管理

作業の実施計画を表 8に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 湿地におけるインパクト・レスポンスフローと管理手法（維持管理作業）の関係 

  

レベル１

レベル２

レベル３

包括的目標

具体的な行動計画・
事業実施方針

管理手法の設定・
改善

目標達成基準
による管理

モニタリング

管理手法の
レビュー

シギ・チドリ類の
休息場所の減少

地形の変化 降雨状況
水量の変化

物質循環の変化 植生の変化 人の利用

富栄養化 ヨシの繁茂 雑草の繁茂 外来種侵入 ゴミ投棄浅場の減少 水面の減少
池水の滞留

親水性の阻害

環境への意識低下

人の利用の減少

底泥の堆積・湿地の陸地化水質・底質の悪化

インパクト

生物等への影響

レスポンス
(環境の変化)

野鳥の飛来

糞尿

池干し 底泥の除去 ヨシの除去・草刈り 外来種の防除・除去維持管理作業

多様性の喪失
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表 8（1） 維持管理作業（底泥の除去）の実施計画 

維持管理作業の

項目・方法 
底泥の除去 池底に堆積した土砂を除去する 

指標項目 水質、底質、生息環境 

目標レベル・ 

目標達成基準 

季節的な動向が過年度と同じであること、また、経年的に値が上昇し続けないことの 2つ

の目標基準。 

実施の判断基準 『水質』『底質』『生息環境』の指標項目が目標達成されていない場合は実施時期を早め

る。目標達成している場合は実施を翌年にする等、目標達成状況に応じた判断をすること。 

実施の判断時期 概ね 3年おき 

実施適期 9～10月 （仮）要検討 

留意点 ＜実施時期＞ 

以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、ヨシの生息・生育への影響が小さくなるよう

に、実施する水域の範囲、順番及び実施時域を検討すること。い 9～10月に実施すること。 

※水生昆虫類への影響を小さくするためには、陸上で越冬する冬に池干しをするのが理

想である。が、自然状態でもかく乱の大きな梅雨時期の 6～7月、台風時期の 9～10月

に実施しても良い。特に、蛹の時期の 8月は移動性が小さくなるので避けること。 

※鳥類への影響を小さくするためには、シギの飛来する 9 月、カモ類等が利用する越冬

期を除く時期とする。 

※5～8月は野鳥が営巣する時期であり、水域周辺で営巣が確認されている場合には十分

な水位が必要となるため、当該水域の底泥除去は行わないこと。 

※ヨシは窒素やリンを最も吸収した後の 9月以降に実施すると良い。 

＜底泥の除去＞ 

・水際の植生を残して設計時の深さに戻すことを基本とするが、底泥の除去をしない方が良

い場所もあるだろうから、実施時には専門家の助言を受けることが望ましい。 

・底泥の除去を一斉にすべての水域で実施すると作業時に生物が避難する場所がなくなり、

生物がいなくなってしまう可能性がある。このため、実施時期をずらすことが望ましい。ま

た、希少な動植物が確認された場合は移動する配慮を行う。これにより水域内の生物へのイ

ンパクトを最小限に抑えられることが期待できる。 

・水深が浅い NO.2～NO.4については、少雨が続くと年に 1回程度、自然に干上がっている。

また、乾燥した底泥は軽く除去作業は人力でも可能である。 

・底泥の除去は遮水シートが破れる恐れがあるため重機は使わない。 

  

 
図 15 草刈りローテーションのイメージ 

（矢印は草刈り実施時の移動のイメージ） 

＜参考＞草刈りローテーション 4  

草刈機で草刈りをする際には、「ローテーション」により作業し

ます。すなわち、一度に広い面積（例：かつての田んぼ一枚分）を

刈り取るのではなく、一枚の田んぼ（あるいはその半分）を刈り取

ったら少し離れた場所で刈り取る等ローテーションを組み入れた

草刈りを実施します。これにより、カヤネズミをはじめとする草原

内にすむ小さな動物へのインパクトを最小限に抑えられることが

期待できます。 

 
4 敦賀市中池見湿地保全活用計画 実施計画（敦賀市、平成 28年 3月） 
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表 8（2） 維持管理作業（水域周囲のヨシの除去、草刈り）の実施計画 

維持管理作業の

項目・方法 

水域周囲のヨシ等

の除去、草刈り 

草刈り機を用いる等により、地際より刈り取る。（その際、残った根で

水域が陸地化しないよう可能な範囲で根から除去する）刈り取ったヨ

シ等は水域外へ持ち出す。 

指標項目 水質、生息環境（水面）、生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）、植生 

目標レベル・ 

目標達成基準 

『水質』『生息環境（水面）』『生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）』『植生』の 4項

目の目標レベル・目標達成基準 

実施の判断基準 『水質』『生息環境（水面）』『生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）』『植生』 の 4

項目の指標項目が目標達成されていない場合は実施時期を早める。目標達成している場合は

実施を翌年にする等、目標達成状況に応じた判断をすること。  

実施の判断時期 毎年 

実施適期 11～3月 

留意点 ＜草刈り全般＞ 

・草刈りの際には一度に広い面積を刈り取るのではなく、ある部分を刈り取ったら次は少し

離れた場所を刈り取る等ローテーションを組み入れる（以下＜参考＞を参照）。これにより

草原内等にすむ小さな動物へのインパクトを最小限に抑えられることが期待できる。 

＜ヨシ等の除去＞ 

・水生昆虫類の生息環境として、水際植生は重要であることから、水域の岸際には水際植生

を帯状に約 50cm程度残置することが望ましい。 

・開放水面を確保するため、抽水植物は根株、地下茎ごと除去することが望ましい。 

・ヨシ、ガマなどの肥大した地下茎については人力での切断、除去が難しいため、必要に応

じて小型重機を使用することを検討する。小型重機を使用する場合は、遮水シートを破損し

ないように慎重に作業すること。 

※ヨシの除去は窒素やリンを最も吸収した後の 9月以降に実施すると良い。 

 

＜参考＞草刈り時の留意事項 

草地は、バッタやトンボ等の昆

虫が隠れたり休んだりする場所、

また、それを餌にしているカエル

たちのすみかになっています。生

きものたちが暮らしていくため

に大切な環境の一つですが、長い

時間が経つと、ヨシやススキ等の

草丈の高い植物で覆われてしま

うことがあります。 

ここでは、生きものの視点に立

った草刈り時の留意事項を示し

ます。 

 

刈り取りは時期をずらして段

階的に行います 

草地のすべてを一度に刈り取

らず、所々に残しておくことで、

生きものたちの避難場所を確保できます。 

草地はバッタやカエル等のすみかとなっています。草刈りの際は、まず湿地の半分程度を刈り取り、その後、刈

り取った場所に再び草が生えだした頃に、もう半分の刈り取りを行うと、草地にすむ生きものが草地に移動するこ

とができます。  

草地
（刈り取り前）

湿地

半分
草刈り

湿地

半分
刈り残し

生きもの避難

再生中
の草地

残りの
半分を
刈り取り

湿地

生きもの避難

❶草地にはバッタや

カエル等が多くく

らしている。 

❷草刈り範囲を半分

にすることで、刈り

残していた半分に

生きものが避難す

❸最初に刈り取った

場所に草地が再生

してきたら、残して

いたもう半分を刈

り取り。生きもの

は、再生した草地に

避難する。 
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表 8（3） 維持管理作業（池干し）の実施計画 

維持管理作業の

項目・方法 

池干し 水域の水を抜き、底泥を空気にさらして乾燥・酸化させる 

指標項目 水質、底質、生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）、植生 

目標レベル・ 

目標達成基準 

『水質』『底質』『生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）』『植生』 の 4 3項目の目

標レベル・目標達成基準 

実施の判断基準 『水質』『底質』『生物相（鳥類・水生昆虫類の生息状況）』『植生』 の 4 3項目の指

標項目が目標達成されていない場合は実施時期を早める。目標達成している場合は実施を

翌年にする等、目標達成状況に応じた判断をすること。  

実施の判断時期  概ね 3年おき 

実施適期 9～10月 （仮）要検討 

留意点 ＜実施時期＞ 

以下の条件を加味して、鳥類、水生昆虫類、ヨシの生息・生育への影響が小さくなるよ

うに、実施する水域の範囲、順番及び実施時域を検討すること。い 9～10月に実施するこ

と。 

※水生昆虫類への影響を小さくするためには、陸上で越冬する冬に池干しをするのが理

想である。が、自然状態でもかく乱の大きな梅雨時期の 6～7 月、台風時期の 9～10

月に実施しても良い。特に、蛹の時期の 8月は移動性が小さくなるので避けること。 

※鳥類への影響を小さくするためには、シギの飛来する 9月、カモ類等が利用する越冬

期を除く時期とする。 

※ヨシは窒素やリンを最も吸収した後の 9月以降に実施すると良い。 

＜池干しのやり方＞ 

池干しを一斉にすべての水域で実施すると作業時に生物が避難する場所がなくなり、生

物がいなくなってしまう可能性がある。このため、実施時期をずらすことが望ましい。ま

た、希少な動植物が確認された場合は移動する配慮を行う。これにより水域内の生物への

インパクトを最小限に抑えられることが期待できる。 
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表 8（4） 維持管理作業（侵略的外来種の防除、侵略的外来種の駆除）の実施計画 

※ 対象となる侵略的外来種は以下のリストとする。なお、以下のリストは随時更新されるため、目標達成レベル・目標達成基

準の判断時には環境省及び福岡県の該当ホームページを確認すること。 

＜侵略的外来種＞ 

ここでは、「生態系被害防止外来種リスト（環境省、平成 27年 3月 26日）」の掲載種または「福岡県侵略的外来種リス

ト 2018（福岡県）」の掲載種をいう。 

 

 

＜参考＞外来種の問題点 

外来種とは、たとえばアメリカザリガニのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によっ

て他の地域から入ってきた生物のことを指します。外来種が侵入すると、餌をとったり、葉っぱを茂らして生

活の場を確保したりする必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こり、生

態系への悪い影響が生じると言われています。また、ヒアリのように毒をもっている外来種にかまれたり、刺

されたりすると人の生命・身体へ危険が及びます。さらに、外来種の中にはアライグマのように、畑を荒らし

たり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりして、農林水産業にも悪い影響が生じます。この

ため、環境省では「（外来種を）入れない、捨てない、拡げない」の外来生物被害予防三原則の実践を呼びかけ

ています。 

当該湿地では、侵略的外来種が侵入しないように、侵略的外来種の防除と駆除に取り組んでいきます。 

 

 
  

維持管理作業の

項目・方法 

侵略的外来種の防除 周辺に侵略的外来種が侵入し、湿地への侵入が懸念される場合は

防除ネットの設置等を実施する。 

周辺で整備等を行う場合は、湿地に侵略的外来種が侵入しないよ

うに指導する。 

侵略的外来種の駆除 侵略的外来種が侵入した場合は、専門家の指導のもと駆除する。 

指標項目 生物相 

目標レベル・ 

目標達成基準 
・侵略的外来種※が侵入していないこと 

実施の判断基準 侵略的外来種の防除 周辺に侵略的外来種が侵入し、湿地への侵入が懸念される場合 

周辺で整備等を行う場合 

侵略的外来種の駆除 侵略的外来種が侵入した場合 

実施の判断時期 毎年 

実施適期 侵略的外来種の防除 周辺に侵略的外来種が侵入し、湿地へ侵入する前 

周辺での整備等を行う前 

侵略的外来種の駆除 モニタリング調査の結果をもって適宜 

留意点 ・侵略的外来種を駆除した場合、構成種として担っている生態系のバランスが崩れること

や、侵略的外来種も生育している水際植生を利用する福岡の希少生物の生息場が減少して

しまう等、ほかの生物へネガティブな影響を与える可能性があるため専門家の指導のもと

駆除する。 

・種によっては、捕獲について申請が必要となるため、実施前に担当部局と協議する。 

・多様な主体（サポートチーム）が湿地の保全に積極的に関わる様になった段階で、はば

たき公園における侵略的外来種の防除・駆除についてのあり方をサポートチームの意見を

踏まえて検討する。 
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（３）モニタリング計画 
当該湿地の保全管理による効果検証を行う

ために、水環境・動植物を対象にしたモニタリ

ング調査を実施します。モニタリング項目は、

目標達成基準を達成したか評価できるよう、目

標達成基準の指標項目とした水質、底質、生息

環境、生物相、植生とします。湿地のモニタリ

ング計画は表 9に示すとおりです。 

 

表 9（1） 湿地のモニタリング計画 

モニタリング 

項目 
調査の目的 

調査地点・ 

範囲 
調査時期・頻度 調査期間 調査方法 

水

質 

水温、DO、濁度 

pH、塩分、電気伝

導率、酸化還元

電位 

水質の富栄養化が

進んでいないこと

の確認 

 

No.1～No.5 

計 5地点 

1回／月 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

ポータブル測定器または水

温計、簡易検査キット等の

簡易な方法で測定する。 

T-N 

T-P 

同上 同上 4回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

採水分析を行う。 

分析方法は T-N が「JIS K 

0102 45」T-Pが「JIS K 0102 

46.3」とする。 

底 

質 

外観 

臭い 

堆積厚 

底質の悪化が進ん

でいないことの確

認 

No.1～5 

 

4回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

底質の外観（シルト、砂、

礫の混じり具合）、硫化水

素臭の有無及び堆積厚につ

いて記載する。 

 

含水率 

強熱減量 

同上 同上 1回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

採取した土壌について分析

を行う。 

分析方法は強熱減量が「底

質調査方法（H24）Ⅱ.4.2」 

、含水率が「底質調査方法

（H24）Ⅱ.4.1」 

生息環境 

 

 

水深を整備初期段

階の状態に維持す

ること 

No.1～No.5 4回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

水深：各水域の最深部で物

差しやスタッフ等を用い測

定する。 

水面の広さを整備

初期段階の状態に

維持すること 

No.1～No.5 2回／年 

繁茂期の 8月 

枯死時期の 2月 

順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

水面：ドローンにより空中

から湿地の全景写真を撮影

し、水面範囲を記録する。 

植生 整備初期段階と比

較してヨシが拡大

し、水域の広さと

水際の移行帯が顕

著に減少していな

いこと 

小型のシギ・チド

リ類が利用できる

裸地が確保されて

いること 

湿地の 

範囲内 

2回／年 湿地の遷移の状況が

つかめる 3 年間とす

る。その後の実施の

有無は 3 年次に検討

する。 

ドローンにより空中から湿

地の全景写真を撮影し、ド

ローンの写真に基図を重ね

合わせて、植物の生育場や

裸地の位置、広さを調べる。 

 

 

 

  

 

レベル１

レベル２

レベル３

包括的目標

具体的な行動計画・
事業実施方針

管理手法の設定・
改善

目標達成基準
による管理

モニタリング

管理手法の
レビュー
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表 9（2） 湿地のモニタリング計画 

モニタリング 

項目 
調査の目的 

調査地点・ 

範囲 
調査時期・頻度 調査期間 調査方法 

生
物
相 

鳥類の生息状況 

 

鳥類の生息状況が

整備初期と比較し

て著しく劣ってい

ないことの確認 

湿地の 

範囲内 

4回/月 

（4,5,9月） 

2回/月 

（8,10月） 

1回/月 

（6,11～3月） 

※4～5月は春の

渡り時期のため 4

回/月 

※8～10 月は秋

の渡り。8月 10月

は渡り時期が半月

であるため 2 回/

月、9月は 4回/月 

 

順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

目視観察により利用する鳥

類の種類、個体数を把握す

る。 

水生昆虫類の生

息状況 

水生昆虫類の生息

状況が整備初期と

比較して著しく劣

っていないことの

確認 

No.1～5 

 

4回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

調査は定性調査及び定量調

査を実施。また、採取され

たサンプルはすべて同定を

行う。 

＜定性調査＞ 

様々な植生を調査対象と

し、網羅的に採取する。 

＜定量調査＞ 

サーバーネットを用いて、

最も水深の深い池中央部の

1 箇所で砂泥をすくい取る

ようにして採取する。採取

面積は 0.5㎡程度とする。 

植物の生息状況 侵略的外来種※が

侵入していない

か、侵略的外来種・

在来種がどの程度

生育しているかの

確認 

湿地の 

範囲内 

2回／年 順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

 

目視観察により植物の種類

を記録する。 

 

 

上記以外の分類

群の侵略的外来

種の生息状況※ 

侵略的外来種が侵

入していないか、

侵略的外来種がど

の程度生息してい

るかの確認 

湿地の 

範囲内 

鳥類、水生昆虫類、

植物、植生調査の

実施時 

順応的管理の計画期

間である 10年間とす

る。 

目視観察による記録 

 

※対象となる侵略的外来種は以下のリストとする。なお、以下のリストは随時更新されるため、目標達成レベル・目標達成基準

の判断時には環境省及び福岡県の該当ホームページを確認すること。 

＜侵略的外来種＞ 

ここでは、「生態系被害防止外来種リスト（環境省、平成 27年 3月 26日）」の掲載種または「福岡県侵略的外来種リス

ト 2018（福岡県）」の掲載種をいう。 
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図 16 湿地のモニタリングの実施範囲 

 

表 10 湿地のモニタリングの実施期間 

 

     

調査項目 

短期 中期 長期 

1 

(R２年度) 

２ 

(R３年度) 

３ 

(R４年度) 

４ 

(R５年度) 

５ 

(R６年度) 

６ 

(R７年度) 

７ 

(R８年度) 

８ 

(R９年度) 

９ 

(R10 年度) 

10 

(R11 年度) 

水質 
          

底質 
          

生息環境 
          

植生 
          

生

物

相 

鳥類の生息状況 
          

水生昆虫類の生

息状況 

          

植物の生息状況           

上記以外の分類

群の侵略的外来

種の生息状況※ 

          

※ 対象となる侵略的外来種は以下のリストとする。なお、以下のリストは随時更新されるため、目標達成レベル・目標達成基

準の判断時には環境省及び福岡県の該当ホームページを確認すること。 

※ ＜侵略的外来種＞ 

※ ここでは、「生態系被害防止外来種リスト（環境省、平成 27年 3 月 26日）」の掲載種または「福岡県侵略的外来種リスト 2018（福

岡県）」の掲載種をいう。 

 

※鳥類の調査範囲は、湿地の範囲全体とします。 

整備後の経過年数 

順応的管理計画策定後

の経過年数 

（年度） 

令和 7年度に継続するか判断 3年次に継続するか判断 
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（４）管理手法のレビュー 
ア．管理手法のレビューの手順及び手

法 

具体的な行動計画・事業実施方針に基づき行

動を実施した後は、モニタリングを行い、モニ

タリング結果が目標達成基準を満たしている

かをもとに管理手法のレビューを行い、必要な

場合は管理手法の改善を行います。 

 

目標達成基準が達成されない場合は、環境条件の変化や生態系の形成状況に応じて、管理手法

のレビュー・改善を行います。 

 

管理手法のレビュー・改善は、次の 4段階で検討・実施します。 

1）様子を見る 

2）改善のための対応策を導入する 

3）目標達成基準を見直す 

4）具体的な行動計画・事業実施方針（レベル 2）を見直す 

 

「1）様子を見る」段階は、環境条件の変化や生態系の形成状況からみて、すぐには改善を行わ

なくても自然に改善される可能性があると考えられる場合で、すぐに対応策は導入しないで、現

状の維持管理・モニタリングを継続し様子を見ます。 

「2）改善のための対応策を導入する」段階は、目標達成のために人為的な対応策が必要と判断

される場合で、維持管理やモニタリングでどのような対応策がとれるのかについて検討し、維持

管理計画・モニタリング計画に反映させます。 

「3）目標達成基準を見直す」段階は、周辺の社会的環境の変化や災害等の一時的な環境変化の

影響を受けて、当初設定した目標達成基準が現状に則さないと判断される場合や、目標レベルの

レベルアップが望ましいと判断される場合で、目標達成基準の再設定を検討します。 

「4）具体的な行動計画・事業実施方針（レベル 2）を見直す」段階は、事業の結果から見て新

たな方向や分野での行動計画や事業の実施が望ましいと判断される場合で、当初に設定した行動

計画・事業実施方針を見直すこともあります。ただし、包括的目標（レベル 1）に対してアドバイ

ザー会議やサポートチームをはじめとする市民の意見を聞いたうえで、慎重に見直す必要があり

ます。 

 

なお、この 4 段階のどれに該当するかについては、アドバイザー会議による専門的見地からの

助言を仰ぎ、これをもとに福岡市が判断します。 

 

各段階におけるレビュー・改善の手順及び手法を図 17、表 1に示します。 

  

 

レベル１

レベル２

レベル３

包括的目標

具体的な行動計画・
事業実施方針

管理手法の設定・
改善

目標達成基準
による管理

モニタリング

管理手法の
レビュー
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図 17 管理手法のレビューの手順 

 

表 11 管理手法のレビュー・改善の手法 
管理手法の 
レビューの 

段階 
管理手法のレビューの手法 

順応的管理計画（本プラン）の
見直しの該当箇所 

1）様子を見る  時間の経過による環境要因の変化が生物へ及ぼす影響を示した「イ
ンパクト・レスポンス」と現段階での環境変化を比較し、当初の想
定から大きな差がなければ、すぐに対応策は導入せず、現状の維持
管理・モニタリング計画にしたがって作業を継続し様子を見ます。 

ｐ17図 12：湿地におけるインパク
ト・レスポンスフロー 

2）改善のため
の対応策を
導入する 

＜維持管理実施計画のレビュー＞ 
 維持管理の時期、方法、項目の順に見直しを行います。 
＜モニタリング計画のレビュー＞ 
 調査期間、調査時期・頻度、調査方法、モニタリング項目の順に見直

しを行います。 

 
ｐ23表：維持管理作業の実施計画 
 
 
 
ｐ27表：湿地のモニタリング計画 

3）目標達成基
準を見直す 

 時間の経過による環境要因の変化が生物へ及ぼす影響を示した「イ
ンパクト・レスポンス」の再整理を行います。 
 

 当該湿地における主な方策メニューの実施場所、留意点・必要な維
持管理等、必要な環境要素の順に見直しを行います。 
 
 
 

 目標達成年次および目標達成基準の見直しを検討します。 

ｐ17図 12：湿地におけるインパク
ト・レスポンスフロー 
 
ｐ18 表 ：多様な自然環境の創出に
関する主な方策メニュー 
ｐ18図 13：主な方策メニューの実
施場所 
 
ｐ21表 
目標達成基準の設定 

4）具体的な行
動計画・事
業実施方針
（レベル 2）
を見直す 

 福岡市がレベル 2 の見直し案を作成し、湿地に関係する多様な主体
（アドバイザー会議、サポートチーム等）に意見を求めます。 

 見直したレベル 2 にしたがって、当該湿地における目標を達成する
ための取り組み及びレベル 3を再検討します。 

ｐ13：具体的な行動計画・事業実施
方針（レベル 2） 
 
ｐ15～19：当該湿地における目標を
達成するための取り組み 
ｐ20～29：目標達成基準による管理
（レベル 3） 

  

管理手法のレビュー

人と自然との共生を象徴する空間づくりを実現する

レベル1：包括的目標

レベル2：具体的な行動計画・事業実施方針

レベル3：目標達成基準による管理

① 地形に起伏をもたせ，水辺から丘陵地へと続く多様な自然環境を創出する
② 干潟を利用する鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設ける
③ 多様な主体が共働して，成長する自然を管理する
④ 自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する

目標達成基準の設定

維持管理実施計画

モニタリング計画

モニタリングの終了
（必要な場合は継続）

目標達成基準を
満たしているか？

管理手法のレビュー・改善

維持管理・モニタリングの実施

2）対応策を導入する

1）様子をみる

3）目標達成基準を見直す

4）具体的な行動計画・
事業実施方針を見直す

P21表7の
見直し

P22表8の
見直し

P26表9の
見直し

達成

目標達成基準の見直し

対応策の検討・実施

現状の維持管理・
モニタリングの継続

対応策の検討・実施

具体的な行動計画・
事業実施方針の見直し

未達成
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イ．管理手法のレビューの時期 

モニタリングの結果の目標達成基準との比較、定期的な評価（目標達成基準を満たしているか

の判断）は、1年３年ごとに行います。 

 

ウ．レビューの結果の順応的管理計画（本プラン）への反映 

管理手法やモニタリング計画等の見直しを行った場合は、その内容を反映させて、順応的管理

計画（本プラン）の見直し（更新）を行います。 

順応的管理計画（本プラン）の見直し（更新）の体制は、福岡市が主体となり、『アドバイザー

会議』による有識者による専門的見地からの助言・指導、『体験学習参加者等』による市民から

の意見聴取で得られた情報、『サポートチーム』による現地作業の結果から得られた情報、その

他一般市民からの意見を加えながら進める体制とします。 

 

図 18 順応的管理計画（本プラン）の見直し（更新）の体制 

  

順応的管理計画のレビュー（更新） 

市 
アドバイザー会議 
専門的見地からの 

助言・指導 

専門 
市民 

助言・ 
指導 

維持管理作業、 
モニタリング調査を 
行う 

一般市民 

サポートチーム 
ワークショップに参加し、 
はばたき公園の意義に 
賛同する市民で構成 

体験学習 
はばたき公園の目的の 
周知、市民からの意見 
を募集する場 

広く一般から意見を 
募集する 

見直した 
計画案の 

提示 

意見提供 

順応的管理計画へ 
の意見を提供する 
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４.３.２ 多様な主体の共働に関する取り組み 
（１）目標達成基準の設定 

目標達成基準は、はじめは市が主体で行う“自然の管理”や“体験学習”を多様な主体が共働

で実施する体制に段階を追って展開していくために、目標達成年次は短期未供用期間・中期部分

供用期間・長期全面供用期間でそれぞれ目標レベルを設定します。 

表 12 目標レベルの設定 

目標達成年次 
 

具体的な行動計画・ 

事業実施方針（レベル 2） 

主体 短期 未供用期間 

（令和２～５年度） 

中期 部分供用期間 

（令和６～９年度） 

長期 全面供用期間 

（令和 10～11年度） 

③多様な主体が共働

して、成長する自然

を管理する 

市及び 

公園管理者 

・市が主体となり湿地の

管理を実施する 

 

・体験学習などをとして、

サポートチームのメン

バーを募集する 

・公園管理者が行う湿地

保全の取組みとサポー

トチームの活動の連携

を図る 

多様な主体 ・体験学習参加者の中か

ら主旨に賛同する市民

が、サポートチームを立

ち上げる 

・公園管理者が主体で行

う湿地の保全の取組み

にサポートチームが積

極的に関わる 

・サポートチームが主体

的に湿地の管理に関わ

る 

④自然環境が成長し

ていく過程や生態

系を体験学習する 

市及び 

公園管理者 

・体験学習を企画・運営す

る 

 

・体験学習を企画・運営す

る 

・公園管理者が行う環境

教育とサポートチーム

が行う体験学習との連

携を図る 

多様な主体 ・参加者が希少種や外来

種等の生物について学

習し、生物多様性保全の

在り方についての知識

を深める 

・市が主体で行う体験学

習の企画・運営に積極的

に参加する 

・生物多様性の保全につ

いて実施すべき事項に

ついて検討を深める 

・サポートチームが主体

となり体験学習を企画・

運営する 

・生物多様性の保全につ

いて実施すべき事項に

ついて啓発できるよう

になる 
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（２）目標達成のための行動計画 

多様な主体の共働に関する取り組みの目標を達成するための行動計画を表 23に示します。 

表 13 目標達成のための行動計画 

事業実施方針（レベル２） 
・目標達成年次 

主体 目標レベル 行動計画 

③多様な

主体が共

働して、

成長する

自然を管

理する 

未
供
用
期
間 

（
令
和
２
～
５
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・市が主体となり湿地の管理を

実施する 

 

・主に地域住民を対象に体験学習（観察会、湿地保全活

動の体験会）を開催する。 

・観察会を年に１～４回程度開催し、参加者に対してサ

ポート活動を紹介する 

・サポート活動に興味を持つ方を対象に「湿地保全活動

の体験会」を開催し（２～10回程度/年）有志による

サポートチーム立ち上げを補助する 

多様な主体 ・体験学習参加者の中から主旨

に賛同する市民が、サポートチ

ームを立ち上げる 

・体験学習に参加する 

・サポートチームを立ち上げる 

部
分
供
用
期
間 

（
令
和
６
～
９
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・体験学習などをとして、サポー

トチームのメンバーを募集す

る 

・サポートチームと共働で湿地の保全を行う 

・体験学習などをとして、サポートチームのメンバーを

募集する 

多様な主体 ・公園管理者が主体で行う湿地

の保全の取組みにサポートチ

ームが積極的に関わる 

・公園管理者が行う湿地保全の取組みに、サポートチー

ムが積極的に関わる。 

（関わる活動の例）水辺の植物の除去 

侵略的外来種の駆除など 

全
面
供
用
期
間 

（
令
和
１
０
～
１
１
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・公園管理者が行う湿地保全の

取組みとサポートチームの活

動の連携を図る 

・サポートチームの活動と連携した湿地の管理を行う 

・体験学習などをとして、サポートチームのメンバーを

募集する 

多様な主体 ・サポートチームが主体的に湿

地の管理に関わる 

・サポートチームが主体的に活動計画を立て湿地の保

全活動を行う 

（保全活動の例）水辺の植物の除去 

侵略的外来種の駆除など 

④自然環

境が成長

していく

過程や生

態系を体

験学習す

る 

未
供
用
期
間 

（
令
和
２
～
５
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・体験学習を企画・運営する 

 

・主に地域住民を対象に、希少種や外来種等の生物や、

生物多様性についての体験学習をオンライン形式も

活用しながら開催する 

（主な体験学習）観察会・・・1～４回／年 

湿地保全活動の体験会・・・２～10回程度/年 

・上記の取組みをとおして有志による、サポートチーム

立ち上げを補助する 

多様な主体 ・参加者が希少種や外来種等の

生物について学習し、生物多様

性保全の在り方についての知

識を深める 

・体験学習に参加する 

・サポートチームを立ち上げる 

部
分
供
用
期
間 

（
令
和
６
～
９
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・体験学習を企画・運営する ・周辺の小学校や公民館などと連携して、はばたき公園

やエコパークゾーンなどの自然を身近に感じることが

できる体験学習などを企画・運営する 

（体験学習の例）観察会・・・1～４回程度／月 

その他体験学習・・・●回程度／月 

多様な主体 ・市が主体で行う体験学習の企

画・運営に積極的に参加する 

・生物多様性の保全について実

施すべき事項について検討を

深める 

・公園管理者が行う体験学習などの内容検討や説明の

補助などに積極的に関わる。 

・生物多様性の保全のため、市民が取組むべき事項につ

いて公園管理者、専門家とともに検討する 

全
面
供
用
期
間 

（
令
和
１
０
～
１
１
年
度
） 

市及び 

公園管理者 

 

・公園管理者が行う環境教育と

サポートチームが行う体験学

習との連携を図る 

・サポートチームの活動と連携し環境教育に関する取

組みを行う 

 

多様な主体 ・サポートチームが主体となり

体験学習を企画・運営する 

・生物多様性の保全について実

施すべき事項について啓発で

きるようになる 

・小学校や一般の来園者などを対象とした体験学習を

サポートチームが主体的に企画・運営する 

（体験学習の例）観察会・・・1～４回程度／月 

        その他体験学習・・・●回程度／月 

・生物多様性の保全のために市民が取組むべき事項に

ついてサポートチームが主体となって啓発を行う 

＜留意点＞ 
この行動計画は、今後、福岡市の方針の決定後に立案します。
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５．湿地の管理運営 

湿地の管理運営は、福岡市が主体となって、はばたき公園の意義に賛同する市民で構成される

サポートチームの力を借りながら継続的に実施し、将来的には湿地の管理運営をサポートチーム

が担えるように、育成していきます。 

 

 

 

図 19 湿地の管理運営の実施体制 

 

 

なお、サポートチームが活動を始めるまでの期間は、福岡市が継続的に体験学習を開催し、は

ばたき公園の地域への周知を行うことで、サポートチームのメンバーを募り、育成していくこと

とします。 

  

 

湿地の順応的管理の実施 
・段階的整備 
・維持管理作業 
・モニタリング調査 
・体験活動の開催・運営 
・サポートチームの立ち上げ・育成 

市 

アドバイザー会議 
専門的見地からの 

助言・指導 

専門 

作業依頼 

市民 

管理上の 
問題点 

現地作業 
への助言・ 

指導 
維持管理作業、 
モニタリング調査を 
行う 

サポートチーム 
ワークショップに参加し、 
はばたき公園の意義に 
賛同する市民で構成 

体験学習 
はばたき公園の目的の 
周知、市民からの意見 
を募集する場 

市の役割
サポートチームの役割
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